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※商工会議所６月の主な行事予定につきましては
　ホームページをご覧ください。

　豆乳は「健康」という形容詞がつかなくともおい
しい。マルサンの豆乳で僕らは始めて豆乳の味を知
った。初めて飲んだとき、どうして大豆からこんな
ミルクみたいな味が生まれるのだろうと不思議に思
った。ところで豆の赤味噌は日本の中でも限られた
地域のものらしい。赤味噌一辺倒だった僕らは、マ
ルサンのミックス味噌に出会って、おいしい味噌汁
の世界を格段に広げた。岡崎の味噌自慢にもうひとつ、
世界が広がっているわけだなぁ。

● 表紙　　作者の言葉 生田　薫デザイン室　生田　薫

● 表紙の会社　マルサンアイ㈱

　　　　　　　　  取締役社長：下村　釟爾 氏
　　　　　　所在地：岡崎市仁木町字荒下１番地
　　　　　　　　　　☎（０５６４）２７－３７００�
　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍａｒｕｓａｎａｉ．ｃｏ．ｊｐ／�

○ 事業内容 ○
　創業以来「おいしさと健康」をテーマに掲げ、「みそ」・「豆
乳」及び無菌充填技術をいかした飲料等の製造販売を行う。
本社工場内の豆乳工場新館内には、オカラ処理工場が設置さ
れている。これまでの水分を含んだ生オカラの扱いづらさを、
乾燥オカラにすることで、軽量化と保存性の高さを実現し、
食品への原料化を目指す。
　今後は、“みその新しい用途の提案”・“飲む豆乳から食べる
豆乳”等の新展開を図る。
　また、みそ業界で唯一の上場企業（平成１３年６月に、名証
第２部上場）。

　中小企業者の知的財産の保護又は活用の推進を図るため、知的
財産権の取得に対して補助が受けられます。
【申込期間】　６／１㈭～６／３０㈮まで�
【応募資格】
　①市内に本社機能があり、同一事業を６箇月以上引き続き市
　　内において営んでいる中小企業者（中小企業基本法に規定
　　される方）�
　②市税及び国民健康保険の保険料並びにこれらに係る延滞金を完納している方
【補助内容】
　○補助対象事業　平成１８年４／１～６／３０までの間に、国内特許権又は
　　国内実用新案権の取得に要した経費�
　○補助対象経費
　　①特許庁に支払った国内特許出願、国内特許出願審査請求及び国内実
　　　用新案登録出願に係る手数料
　　②弁理士に委託した場合は、国内特許出願、国内特許出願審査請求及
　　　び国内実用新案登録出願に係る手数料相当額並びに弁理士の報酬（成
　　　功報酬を除く）及び経費
　※消費税及び地方消費税の仕入控除税額に相当する額は含まない
�　○補助金額：補助対象経費の１／２以内で１件あたり１０万円が限度
【交付申請】　①所定の申請書に必要書類を添えて提出。
　　　　　　　②申請回数は、１年度間において１回のみ。
　　　　　　　③交付申請は、１案件につき１回のみ。
【申込・問合先】　岡崎市経済振興部商工労政課　☎（０５６４）２３－６２１２�

中小企業知的財産権取得費補助金のお知らせ

３６８，２０１人
（男：１８５，６５１人）

（女：１８２，５５０人）

岡崎市の人口

平成１８年５月１日現在

初回放送時間：６月２６日㈪　午後６時１５分から１５分間。（再放送あり）
　　　　　　　※なお、放送ビデオの貸し出しを行っております。

『ミッチーの会社訪問日記』（本所提供番組）今月の登場企業は・・・
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三栄鶏卵㈱ 岡崎市日名西町２－３０
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＝岡崎市＝

外国人を雇用する際の留意事項
①外国人の就労は、入管法により
　「技術」や「技能」、活動に制
　限のない「定住者」等一定の資
　格を持つ在留期間内の者に限ら
　れています。「短期滞在」の在留資格や、
　在留期間を経過して就労する者は不法就労
　となります。

②外国人労働者も日本人と同様に労働基準法
　を始めとする労働関係法令が適用されます。

③労働条件の確保など適切な雇用管理に努め
　ていただくため、厚生労働省では、「外国
　人労働者の雇用・労働条件に関する指針」
　を策定し、活用をお願いしています。

④不法就労者を雇用した者や斡旋した者、ま
　た集団密航者を雇用している者に対して、
　「入管法」により処罰をうけることがあり
　ます。

⑤違法な仲介業者から外国人を受け入れない
　ようにしてください。

6月は「外国人労働者問題啓発月間」
＝厚生労働省・愛知労働局・公共職業安定所＝

はつ  じ

http://www.marusanai.co.jp/
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